
 

 

 「ジャパン・レール・パス」のご利用資格の一部変更について 

 
 

「ジャパン・レール・パス」において、これまで一定の条件を満たす場合に限り特例として

取り扱ってきた、海外在住の日本人の方への発売につきましては、平成 29年３月 31日の引換

証発売（日本国内での引換は平成 29年６月 30日まで）をもって終了いたします。 

 

 

 ■平成 29年３月 31日引換証発売分をもって終了するお取扱い 

 

日本国籍をもって日本国外に居住し、下記条件を満たす方 

① 居住国に永住権をもっている場合 

② 日本国外に居住する外国人と結婚している場合  

 

※ 上記に該当する方につきまして 

引換証発売は平成 29年３月 31日まで、 

日本国内での引換は平成 29年６月 30日までとなります。 

  

 

 

  平成 29年４月１日以降引換証発売分の「ジャパン・レール・パス」のご利用資格は、以下に

該当する方となりますので、ご案内させていただきます。 

 

■平成 29年４月１日以降引換証発売分の「ジャパン・レール・パス」のご利用資格 

 

海外から「短期滞在」の入国資格により日本を訪れる外国人（※）旅行者  

※日本国以外の旅券のみを有する方に限ります（海外在住の日本国籍を有する方はご利用にな

れません）。 

 

 


